
違法なドローン飛行対策に関する検討会（概要）

ドローンは、小型無人機等飛行禁止法の制定当時と比較して、
➢ 映像伝送距離、飛行速度、最大積載重量等の性能が飛躍的に向上
➢ 社会的に広く普及

背 景
テロリストやローン・オフェンダー等
によるドローンを悪用した重大事案の
発生が現実的な脅威

ドローンをめぐる情勢が大きく変化する中、ドローンによる重要施設等に対する危険の未然防止に万全を期する
ため、小型無人機等飛行禁止法の見直しも含めた、違法なドローン飛行への対策について、各方面の専門家による
検討を行っていただくもの

開 催 趣 旨

➢ 対象施設周辺地域の規制の在り方について
ドローンの性能向上等を踏まえ、小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域の範囲・罰則について検討

➢ 対象施設について
国内外の要人をめぐる警備情勢等を踏まえ、違法なドローン飛行による危害を防止すべき対象施設について検討

➢ 対象施設の安全の確保のための連携の在り方について
ドローンの性能向上等を踏まえ、より迅速・的確・効果的な対処を行うための警察と対象施設管理者等との連携

の在り方について検討

検 討 項 目
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